
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

６月１日から市立学校を再開します 

 

 千葉市では、国、県の動向や及び市内の感染状況を踏まえ、市立小・中・高等学校につ

いては、５月２５日から任意の分散登校日を設定・実施し、６月１日から全市立学校を再

開しますのでお知らせします。 

 

１ 任意の分散登校日の設定 

＜５月２５日（月）～２９日（金）＞ 

   小・中学校において、各学級を２分割にして週２日、１日３時間で任意の分散登校日を

設定します。高等学校においては、各学級を２分割にして週５日、１日３時間で実施しま

す。（特別支援学校では行いません。） 

 

２ 学校の再開 

＜６月１日（月）～５日（金）＞ 

小・中・高等学校は、各学級を２分割にして週５日、１日３時間の授業を行います。 

特別支援学校は、学級を分割せずに同様に実施します。 

＜６月８日（月）以降＞ 

小・中・高等学校は通常の授業を開始します。 

特別支援学校は、６月８日（月）～１２日（金）に週５日、１日３時間の授業を行い、 

６月１５日（月）から通常の授業を開始します。 

 

３ 入学式 

（１）小学校・第二養護学校     ６月９日（火）午前に実施  

（２）中学校・養護学校       ６月９日（火）午後に実施  

（３）高等学校・稲毛高附属中学校  ６月１日（月）  

（４）高等特別支援学校       ６月５日（金）  

 

 ４ 児童の受け入れ 

保護者の就労等で自宅待機が困難な小学校１年生から４年生及び特別支援学級の児童の

受け入れは、５月２９日（金）までの平日の８：００から１４：３０の間は実施しますが、

６月１日（月）からは実施しません。 

 

５ 子どもルームの対応（アフタースクール事業含む） 

５月２９日（金）までは通常どおり１４：３０から開所しますが、６月１日（月）から

５日（金）までは８：００に開所します。 

※対象者は子どもルーム（アフタースクール事業）施設利用登録者  

 

６ その他 

（１）６月末までは、感染症予防のために欠席した場合には、欠席扱いにはなりません。  

（２）感染症の拡大状況によっては計画を変更することがあります。  

（３）給食については、６月８日（月）から実施します（特別支援学校は１５日から）。 

（４）詳細については、別途保護者へお知らせします。  
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